
六
十
五
歳
以
上
の
人
の
保
険
料

は
、
前
年
の
所
得
や
、
本
人
お
よ

び
家
族
（
同
一
世
帯
の
人
）
の
市

民
税
の
課
税
状
況
に
よ
り
、
決
定

さ
れ
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
平
成
十
四
年
度
の

介
護
保
険
料
の
額
や
支
払
方
法
に

つ
い
て
は
、
七
月
中
旬
に
個
別
に

とっとり市報

通
知
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
支
払
い
方
法

は
、受
給
し
て
い
る
年
金
の
種
類
、

受
給
額
な
ど
に
よ
っ
て
、
特
別
徴

収
と
普
通
徴
収
に
分
か
れ
ま
す
。

（
両
方
の
方
法
で
納
め
て
い
た
だ

く
場
合
も
あ
り
ま
す
。）

ま
た
、
保
険
料
額
も
支
払
い
方

法
も
一
人
ひ
と
り
異
な
り
ま
す
の

で
お
送
り
す
る
通
知
書
を
必
ず
確

認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象
と
な
る
人

老
齢
（
退
職
）
年
金
の
受
給
額

が
、
年
額
十
八
万
円
以
上
の
人

※
老
齢
福
祉
年
金
・
遺
族
年
金

障
害
年
金
・
恩
給
な
ど
は
特
別
徴

収
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

■
支
払
い
方
法

四
・
六
・
八
月
に
受
け
取
る
年

金
か
ら
、
二
月
（
平
成
十
三
年
度
）

に
引
き
去
ら
れ
た
額
と
同
額
の
保

険
料
を
引
き
去
り
し
て
納
め
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。（
仮
徴
収
）

十
・
十
二
・
翌
年
二
月
は
、
平

成
十
四
年
度
分
と
し
て
決
定
し
た

保
険
料
額
か
ら
、
四
・
六
・
八
月

に
仮
徴
収
し
た
保
険
料
額
を
差
し

引
い
た
残
額
を
三
回
に
振
り
分
け

年
金
か
ら
引
き
去
り
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。

■
ご
注
意
く
だ
さ
い

年
金
の
「
現
況
届
け
」
の
提
出

を
忘
れ
る
と
、
年
金
の
支
給
が
停

止
さ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
介
護

保
険
料
の
引
き
去
り
が
で
き
な
い

た
め
、
普
通
徴
収
に
な
り
ま
す
。

特
別
徴
収
（
年
金
引
き
去
り
）

の
場
合

あ
な
た
の
支
払
う
保
険
料
は
、
介
護
保
険
制
度
を
支
え
る

大
切
な
財
源
と
な
り
ま
す
。
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
、

だ
れ
も
が
安
心
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
に

保
険
料
は
必
ず
支
払
い
ま
し
ょ
う
。

平
成
14
年
度
の
介
護
保
険
料

は
７
月
に
決
ま
り
ま
す

特　別　徴　収普　通　徴　収
第５
段階

第４
段階

第３
段階

第２
段階

第１
段階納期第５

段階
第４
段階

第３
段階

第２
段階

第１
段階納期

8,6007,2005,8004,3002,900第1期4月

5月

8,6007,2005,8004,3002,900第2期6月

7,0005,4004,4003,5002,600第1期7月

8,6007,2005,8004,3002,900第3期6,4005,4004,3003,2002,100第2期8月

6,4005,4004,3003,2002,100第3期9月

8,8007,2005,7004,4003,000第4期6,4005,4004,3003,2002,100第4期10月

6,4005,4004,3003,2002,100第5期11月

8,6007,2005,7004,3002,800第5期6,4005,4004,3003,2002,100第6期12月

6,4005,4004,3003,2002,100第7期1月

8,6007,2005,7004,3002,800第6期6,4005,4004,3003,2002,100第8期2月

3月

51,80043,20034,50025,90017,30051,80043,20034,50025,90017,300合計

※平成14年度中に被保険者の資格を取得された場合などは、この表の額と異なります。

（単位：円）65歳以上の人の納期別保険料支払額

保険料該 当 す る 人保険料段階

17,300
生活保護を受けている
人、または老齢福祉年金
受給者で世帯員全員が市
民税非課税の人

第1段階

25,900世帯員全員が市民税非課
税の人第2段階

34,500
本人は市民税非課税だ
が、世帯員に市民税課税
者がいる人

第3段階

43,200
本人が市民税課税で、合
計所得金額が250万円未
満の人

第4段階

51,800
本人が市民税課税で、合
計所得金額が250万円以
上の人

第5段階

円/年額

65歳以上の人の保険料（年額）

65
歳
以
上
の
人
の 

　
　
　
　
介
護
保
険
料 

デイサービスセンターでのレクリエーションのようす デイサービスセンターでのレクリエーションのようす 


